
ショッピングセンターにおけるＥＳ宣言・行動指針の 

シンボルマークガイドライン 

 

１．定義 

 「ショッピングセンターにおけるＥＳ宣言・行動指針のシンボルマークガイドライン」（以下

「本ガイドライン」といいます）は、一般社団法人ショッピングセンター協会（以下、ＳＣ協

会）が制作したシンボルマークの取扱いについての規程です。 

 

２．シンボルマークを利用できる者 

（１）シンボルマークを利用できる者は、ＳＣ協会会員に限ります。 

（２）シンボルマークの利用にあたりＳＣ協会への事前申請・届けなどは不要です。 

 

３．シンボルマークの形状 

シンボルマークの形状は別紙１、別紙２のとおりとし、この形状・色を変更、歪曲化す

ることはできません。 

 

４．シンボルマーク利用上の注意 

 シンボルマークの利用に際しては、以下の事項を守らなければなりません。 

（１）利用許諾に関する事項 

  ①ＳＣ協会は、シンボルマークを利用させるにあたり、利用者にＳＣ協会のいかなる権利

やライセンスを与えるものではありません。 

  ②ＳＣ協会は、シンボルマーク関しいかなる保証もその利用者に与えることは無く、また

利用者による利用に一切責任を負いません。 

  ③利用料金は無償とします。 

（２）シンボルマークの利用目的の指定 

  ①ショッピングセンター（以下、ＳＣ）の人材採用 

②ＳＣのＥＳ（従業員満足）向上のための諸活動 

③ＳＣの従業員教育 

④その他、ＳＣ協会が認める事項 

※①②③について、テナント従業員を主たる対象とする 

（３）掲示場所 

  上記の利用目的に合致した合理的な場所に掲示しなければなりません。 

（４）シンボルマークの利用停止・終了 

  ①ＳＣ協会は利用状況等を鑑み、シンボルマークの利用停止・撤去を求めることができま

す。利用者はそれに従ってください。 

  ②シンボルマークの利用を終了した場合、速やかに掲示場所から撤去してください。 

 

５．ガイドラインの変更 

本ガイドラインは、ＳＣ協会の裁量により随時変更できるものとし、ＳＣ協会のホーム

ページで利用者に変更告知をするものとします。なお、かかる変更があった場合、利用者

は変更後のガイドラインに従うものとします。 
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■シンボルマーク（ポスター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


